
マ
ツ

捌
い
て
千
七
百
石
を
賜
は
り
、
人
持
組
に
列
し
、
次

い
で
光
高
の
近
侍
と
な
り
、
高
治
の
初
富
山
藩
に
遣

は
さ
れ
て
利
次
に
隷
し
1

寛
文
五
年
館
務
し
、
延
貫

主
年
六
十
三
歳
で
夜
し
た
。

マ
ツ
ダ
ヒ
ラ
ヤ
ス
タ
カ
松
卒
康
高
遁
稽
治
部
。

康
定
の
長
子
。
前
回
利
長
に
停
へ
て
二
百
石
を
受
け
、

勝
を
増
し
て
千
三
百
石
に
至
っ
た
が
、
元
和
六
年
尖

の
夜
す
る
に
及
び
、
そ
の
様
五
千
石
を
受
け
、
前
の

千
三
百
石
は
競
艇
貞
に
観
っ
た
。
寛
永
五
年
夜
。

マ
ツ
ダ
ヒ
ラ
ヤ
ス
ナ
リ
松
平
康
満
遺
構
大
膳
・

市
正
・
玄
響
・
大
武
。
事
保
十
四
年
究
主
馬
牒
満
の
越

知
三
千
五
百
石
を
襲
ぎ
、
定
火
消
・
魚
棒
郡
代
・
奏
者

番
・
江
戸
御
留
守
層
、
公
事
場
奉
行
を
経
、
賓
暦
四
年

四
周
若
年
寄
、
十
ご
年
間
四
足
御
家
老
を
粂
ね
、
明

和
五
年
五
百
石
を
加
へ
、
安
永
六
年
五
月
御
家
老
・
若

年
寄
共
に
指
除
き
、
天
明
三
年
三
局
廿
二
日
七
十
一

践
を
以
て
裂
し
た
。

マ
ツ
ダ
ヒ
ラ
ヤ
ス
マ
ザ
松
平
康
政
逝
稽
九
郎

兵
衛
・
九
郎
右
衛
門
。
伯
脅
康
定
の
叔
笑
。
初
め
柴
田

勝
家
に
従
う
て
柳
よ
孤
の
役
に
出
陣
し
、
次
い
で
佐
々

成
政
に
仕
へ
て
末
森
の
役
に
功
あ
り
、
究
機
五
年
前

回
利
長
に
節
し
て
除
千
.
石
を
受
け
、
御
殿
廻
顕
に
任

じ
、
陸
長
五
年
五
百
石
を
加
へ
、
同
年
夜
。
そ
の
子

源
兵
衛
政
長
は
、
少
知
と
な
っ
て
坂
田
氏
を
胃
し
、

後
系
相
縫
い
だ
。

マ
ツ
ダ
ヒ
ラ
ヤ
ス
マ
ザ
松
平
康
正
遁
稽
大
武
。

松
平
久
兵
衛
の
ご
子
で
、
宗
家
松
平
康
職
の
後
を
嗣

ぎ
、
機
四
千
石
を
受
け
た
。
安
政
三
年
小
松
城
番
と

な
り
、
五
年
算
用
揚
奉
行
に
陣
じ
、
高
延
元
年
務
侯

前
回
mH壌
の
世
嗣
臨
壊
の
側
用
人
に
掘
で
ら
れ
、
文

久
三
年
家
老
に
進
ん
だ
。
次
い
で
元
治
元
年
命
を
受

け
て
京
師
に
駐
り
、
務
邸
の
事
務
を
総
帥
惜
し
て
居
た

が
、
鹿
寧
の
入
京
し
て
長
務
の
震
に
斡
旋
す
る
に
及

び
、
大
戒
は
常
に
公
武
の
聞
に
奔
走
し
て
麗
寧
の
意

志
を
停
へ
る
に
鐙
カ
し
た
。
蹴
に
し
て
七
月
十
九
日

長
務
の
禁
闘
を
犯
し
た
降
、
陵
甑
・
は
守
衡
を
留
め
て

退
京
し
た
が
、
野
泰
は
質
任
を
従
行
の
重
臣
に
貨
は

し
め
る
震
に
、
大
戒
に
内
旨
を
停
ヘ
、
八
周
十
一
日

そ
の
宿
舎
と
し
た
近
江
海
棒
の
正
行
院
に
於
い
て
自

刃
せ
し
め
た
。
時
に
年
四
十
一
一
。
十
三
日
茶
枇
に
附

し
て
、
諮
骨
を
野
閃
山
に
葬
っ
た
。
殴
臨
元
年
四
局

麗
哩
は
そ
の
趨
慨
を
解
か
る
L
に
及
び
、
贈
を
治
践

に
奥
へ
て
趨
悼
の
窓
を
表
し
、
翌
年
四
月
封
を
襲
い

だ
時
、
叉
親
翰
を
贈
っ
て
忠
節
を
迫
貸
し
、
明
治
サ

三
年
十
一
月
十
七
日
大
戒
の
織
を
前
悶
家
の
闘
に
合

記
し
た
。
後
三
十
一
年
七
周
回
目
特
旨
を
以
て
従
四

位
を
贈
り
給
ひ
、
大

E
十
去
年
四
用
情
凶
紳
祉
に
合

沼
せ
ら
れ
た
。

マ
ツ
ダ
ヒ
ラ
ヨ
シ
タ
Z

松
卒
義
国
↓
ユ
キ
ヤ

マ
コ
ウ
ザ
エ
モ

y

行
山
康
左
衛
門
。

マ
ツ
タ
フ
松
任

H
W

石
川
郡
松
任
は
1

古

へ
林
加
賀
介
貞
光
の
ご
子
松
任
十
郎
範
光
の
跨
た
腕

と
い
ひ
、
天
文
以
降
一
向
一
授
の

E
魁
鏑
木
常
事
・

そ
の
子
額
信
が
在
り
、
天
正
八
年
に
は
若
林
長
門
こ

の
地
に
操
っ
て
柴
田
勝
家
に
抗
戦
し
た
が
、
勝
家
の

震
誘
殺
せ
ら
れ
、
後
そ
の
指
揮
に
よ
っ
て
徳
山
則
秀

が
置
か
れ
、
十
一
年
前
田
利
長
は
羽
柴
秀
吉
か
ら
松

任
四
高
石
を
得
て
移
り
住
み
、
次
い
で
十
三
年
九
周

越
中
三
都
に
封
ぜ
ら
れ
て
松
任
は
公
領
と
な
っ
た
。

十
五
年
丹
羽
長
重
ま
た
四
高
石
を
得
て
之
に
穂
じ
、

慶
長
二
年
長
重
の
小
松
に
移
っ
た
後
も
筒
之
を
領
し

て
、
五
年
徳
川
家
康
が
前
田
利
常
に
奥
ヘ
.
た
時
に
及

ん
だ
。
今
詞
客
松
任
城
を
稽
し
て
燕
城
と
い
ふ
も
の

は
、
鏑
木
民
が
之
を
強
め
た
に
図
る
で
あ
ら
う
が
、

盟
濠
壁
様
の
見
る
ぺ
会
も
の
あ
る
に
叢
っ
た
の
は
、

武
人
の
占
強
以
後
に
あ
ら
う
。
丹
羽
ぷ
の
松
任
を
去

七
七
八

っ
て
か
ら
後
は
、
再
び
侯
伯
の
城
地
で
な
か
っ
た
が
、
一
・
り
・
元
秘
四
年
に
は
そ
の
子
小
右
衛
門
後
を
接
い
だ
。

前
回
利
常
の
時
そ
れ
が
嘗
て
利
長
の
居
た
所
で
あ
る
一
マ
ツ
タ
フ
マ
チ
プ
ギ
ヨ
ウ
松
任
町
奉
行
元
旅

の
み
な
ら
ず
、
小
松
・
金
滞
入
里
の
聞
に
遁
笛
な
る
一
十
三
年
審
上
に
、
寛
永
十
三
年
日
均
五
郎
左
衛
門
松

鴎
が
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
L
に
御
放
屋
を
設
け
、
見
一
任
町
奉
行
と
な
り
、
松
任
町
に
在
住
。
次
に
山
口
次

苦
し
く
な
い
町
並
た
ら
し
め
た
。
明
治
五
年
十
一
周
一
郎
左
衛
門
・
松
崎
左
兵
衛
商
人
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後

に
於
け
る
石
川
郡
松
任
町
の
町
名
は
、
茶
屋
町
・
今
一
爾
人
代
と
し
て
細
井
弼
左
衛
門
町
奉
行
と
な
り
、
弼

町
・
安
聞
町
・
中
町
・
横
町
・
西
新
町
・
馬
場
町
・
博
努
一
左
衛
門
代
と
し
て
岡
本
小
左
衛
門
が
勤
め
、
小
左
衛

町
・
鍛
冶
町
・
八
日
市
町
・
四
日
市
町
・
辰
巳
町
・
東
自
一
門
の
後
は
代
官
の
み
で
あ
っ
た
が
、
後
木
村
甚
左
衛

一
番
丁
賢
三
番
了
・
東
新
町
・
殿
町
・
古
城
町
・
八
q
矢
一
門
代
官
衆
樽
町
奉
行
と
な
り
、
甚
左
衛
門
閉
門
の
後
、

町
・
新
凶
町
・
北
町
・
石
間
町
・
石
間
新
町
・
布
市
町
・
火
一
寛
文
京
年
御
郡
奉
行
林
十
左
衛
門
・
締
本
治
郎
左
衛

除
町
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
今
町
は
後
に
成
村
に
併
せ
、
一
門
雨
入
支
配
し
、
爾
後
部
奉
行
粂
帯
と
な
っ
た
と
あ

火
除
町
は
後
に
な
く
な
っ
た
。
一
る
。
後
枇
文
久
三
年
六
周
十
一
日
再
び
新
規
に
松
任

マ
ツ
タ
フ
ウ
ヂ
松
任
氏
隼
卑
分
脈
に
、
林
大
一
町
奉
行
を
置
く
こ
と
に
し
た
。

夫
光
家
ご
男
林
六
郎
光
明
の
弟
松
任
十
郎
範
光
、
そ
一
マ
ツ
ダ
ユ
キ
ノ
リ
松
田
以
敬
遺
構
左
兵
衛
・
継

の
子
間
金
三
郎
範
利
、
そ
の
子
間
二
郎
利
家
と
あ
り
、
一
大
夫
。
兵
書
を
有
海
永
貞
に
皐
び
、
最
も
機
智
に
富

康
E
ご
年
造
内
袈
段
銭
並
同
役
引
付
に
、
『
一
貫
文
、
一
ん
だ
。
亭
保
元
年
新
川
郡
奉
行
と
な
っ
て
治
績
頗
る

松
任
修
理
苑
殿
白
州
石
川
之
段
銭
』
と
あ
る
。
こ
れ
一
多
〈
、
泊
臆
移
轄
の
事
務
を
監
し
、
九
年
組
外
番
顕

ら
は
石
川
郡
松
任
と
関
係
の
あ
る
人
で
あ
ら
う
。
一
に
鞠
じ
、
十
ご
年
御
馬
廻
顕
に
准
み
、
十
四
年
株
三

マ
ツ
タ
フ
ジ
ヨ
ウ
松
任
按
石
川
郡
松
任
に
在
一
百
石
を
加
へ
て
八
百
石
を
受
け
、
十
五
年
五
十
況
蹴

る
。
有
様
永
点
の
闘
に
、
『
総
構
百
ご
十
徐
間
四
方
一
を
以
て
夜
し
た
。

也
。
本
丸
南
北
三
十
四
閥
、
東
西
ご
十
四
問
。
其
の
一
マ
ツ
デ
ラ
松
寺
河
北
郡
鞍
周
庄
に
囲
す
る
部

四
面
盟
に
て
共
の
幅
十
玄
関
。
-
一

J

丸
東
西
六
十
聞
1

一
帯
。
勝
郎
四
年
八
周
七
日
掴
諸
錦
部
頭
親
秀
説
伏
に
、
・

南
北
ご
十
六
問
。
叉
東
に
牢
郭
あ
り
。
此
の
磁
古
ヘ
一
『
加
賀
凶
倉
用
庄
内
松
寺
村
廿
町
方
。
』
隆
涼
軒
目
録

獄
舎
あ
り
と
い
ふ
。
=
一
J

丸
東
西
六
十
問
、
南
北
ご
一
長
線
-
一
年
十
一
周
十
九
日
に
品
質
艦
寺
松
寺
領
翻
持

十
二
間
半
。
』
と
載
せ
る
。
こ
の
地
鏑
木
常
事
・
同
額
一
守
謹
鼠
之
事
0

』

な

と

主

見

え

る

。

一

信
・
徳
山
則
努
・
前

-m利
長
・
丹
羽
長
重
の
栢
襲
い
で
↑
マ
ッ
ト
松
戸
羽
咋
郡
堀
松
庄
に
毘
す
る
部
第
o
v

底
た
所
で
あ
る
が
、
駿
城
の
年
記
は
明
ら
か
で
な
い
。
一
元
和
九
年
五
周
廿
九
日
附
で
、
西
国
か
も
う
り
舟
の

マ
ツ
タ
フ
ノ
オ
タ
ヤ
松
任
の
御
旗
屋
正
保
元
一
一
者
共
が
赤
住
村
の
内
に
新
村
を
立
て
L
住
居
ず
る
こ
-

年

初

め

て

石

川

郡

松

任

に

前

田

氏

の

御

旋

屋

を

設

一

と

を

詐

さ

れ

た

に

起

る

。

一

け
、
従
来
本
陣
の
用
を
勤
め
た
橘
屋
太
右
衛
門
に
御
一
マ
ツ

F

松
百

H
W

鹿
島
郡
奥
原
保
に
臨
す
ト

佐
屋
守
を
命
じ
、
扶
持
高
三
石
を
奥
ヘ
、
明
暦
ご
年
一
る
部
務
。
天
正
七
年
の
役
に
轡
田
肥
後
は
、
祖
井
規
一

覧
に
屋
政
地
を
噌
加
し
た
が
、
後
太
右
衛
門
は
産
を
一
隆
・
三
宅
長
路
に
諜
ら
れ
、
法
百
に
職
死
し
た
と
あ
脚

-

P

B

1

』

傾
け
た
の
で
、
寛
文
十
年
角
屋
部
次
右
衛
門
之
に
代
一
る
。
こ
の
地
蛇
の
齢
を
産
し
た
の
で
能
〈
そ
の
名
を
一

4
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